
 
 

令和７年１０月１７日 
国土交通省関東地方整備局 

千葉国道事務所 

 
国道３５７号 千鳥大橋（海側・東京方面）における車線規制について 

国道３５７号千葉県市川市の千鳥大橋（海側・東京方面）の橋梁補修工事のため、終日車線 
規制を行います。工事の着手日及び車線規制の時間帯が決まりましたのでお知らせします。 

令和７年１１月から令和８年１月までの間に、橋梁補修工事に伴い【土曜日】２１：００から 
【月曜日】５：００までの車線規制（車線減少）を全５回予定しています。 

道路利用者の皆様方にはご迷惑をおかけしますが、混雑時には、別添の迂回路や平行する道路 
（京葉道路、東関東自動車道、国道１４号等）への迂回についてご協力をお願いいたします。 
 

■位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 千葉国道事務所 

電話：０４３−２８７−０３１１（代表） メールアドレス：ktr-chiba-koho@mlit.go.jp 

副所⻑    開地（かいち）  （内線：２０５） 

管理第⼆課⻑ ⿊﨑（くろさき） （内線：４４１） 

至 東京 

至 千葉 

１／２
  

＜車線規制箇所＞ 

千葉県市川市高浜町地先 

千鳥大橋（海側・東京方面） 

工事場所：千鳥大橋（海側・東京方面） 



 

 

国道３５７号 千鳥大橋（海側・東京方面）の車線規制に伴う迂回路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１. 国道３５７号千葉方面から、高浜交差点を右折し、ガーデナ通りに入って 

ください。 

２. ガーデナ通りと新浜通りとの交差点を左折し、新浜通りに入ってください。 

３. 新浜通りと行徳駅前通りとの交差点を左折し、行徳駅前通りに入ってくだ 

さい。 

４. 千鳥町交差点を右折し、国道３５７号東京方面に入ってください。 

 

高浜交差点 

車線規制箇所 

千鳥町交差点 

【別添】 
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